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Jimu Net

６月より令和6年度住民税の徴収がはじまります。

国の施策である「定額減税」によって、毎月の給与から差引かれている税金が減税されます。

② 市町村から納入通知書が自宅に届いた場合、清水までご連絡ください。

定額減税

６月２８日（金）は期末・勤勉手当の支給日です。

楽しみですね～！

Tips. 埼玉県内であれば居住市町村によって住民税の高い・安いはありません

◆所得税：計３万円の減税

◆住民税：計１万円の減税

今月の給与以降、この額に達するまで数ヶ月に渡って減税が行われます。

おそらく今月の所得税・住民税の差引きは０円で、その分手取りが増えていると思いますよ。

※扶養親族がいる場合、その人数だけ金額が倍になります

住民税

期末・勤勉手当

① 次の２つの金額が一致しているかご確認ください

◆住民税特別徴収税額通知書に記載の額

◆６月・７月の給与明細「住民税」欄

Tips. 支給割合：2.25月（去年は2.20月） つまりボーナスが増えたということ！

Tips. 例によって、定額減税額は給与明細に明記されています


